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背景

研究目的

方法

2018年6月，中央教育審議会生涯学習分科会は「公立社会教
育施設の所管の在り方等に関するワーキンググループは「論
点整理」で特例により公立図書館を首長部局で所管すること
を認める方向性を示した1 )。このことについては，その必要
性について疑念が示されている。その主なものは，制度変更
事由の曖昧性，政治的中立性・安定性への危惧などである2 ) 
3 )。

公立図書館が教育委員会所管となった経緯は，図書館法成立
過程の文献で限定的に触れられているのみで，十分明らかに
されていない。本研究では戦後直後，関連する制度構築が並
行する中で，図書館が教育委員会所管になった経緯を歴史的
に明らかにする。

1940年代後半から図書館法成立までの教育委員会制度成立に
関わる文献を調査して明らかにする。

調査結果
1946年3月：第一次米国教育使節団「米国教育
使節団報告書」

「文部省は公立図書館事務の監理者を置き，その職務は全国の
図書館を援助して，図書目録や書籍解題書を刊行したり，図書
館管理事項について助言を与へたりすることになろう」4)

文部省の権限の削減，直接公選による教育行政機
関創設などが提起される。しかし図書館と教育行
政機関（教育委員会）との関係は明確ではない。

1946年12月：教育刷新委員会「第1回建議」
「各級学校教育の間及び学校教育と社会教育の間の緊密化」5)

教育委員会が社会教育を所管する方向性が示され
た。しかし，この時点では図書館が社会教育に包摂
されるかは明確ではなかった。（教育委員会法立法
当時の政府答弁）6)

1948年3月：図書館法案
教育委員会を前提にした法律案に変化8)。館界は公
選とした場合の投票率の問題，自主性が損なわれる
ことを危惧9)。文部省は教育委員会に所管させる方
向性を示しつつ，図書館協議会を図書館委員会の代
替的機関として妥協的に位置づける10 )。

考察
戦後，図書館関係者は，専門技術性を持った図書館の政策共
同体を構想した。また，GHQ/CIEの方針は変化しているが
当初は図書館関係者と共通したものを，その後は一種の民衆
統制による行政委員会を指向した。また，文部省は地方分権
を重視しつつも，公選行政委員会乱立を避ける観点から，最
終的に教育委員会・図書館協議会の組み合わせによるガバナ
ンスを志向した。この間，政治的中立性，継続性・安定性は
重要な論点ではなかった。当時，まずはガバナンスの制度化
が優先されたといえよう。
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1950年4月：図書館法成立
1950年，図書館法成立。同法は教育委員会が図書
館を所管することを前提としたものであるととも
に，図書館施設の設置及び管理が社会教育に包含さ
れるこを確認。

1949年6月：社会教育法成立
五条および六条で市町村および都道府県教育委員会
の事務に図書館等の設置及び管理が包含。これによ
り図書館を社会教育法上，社会教育の事務に位置づ
けた。公民館運営審議会の委員は教育委員会の委嘱
とされ，館長の諮問機関と規定された11 )。

1948年7月：教育委員会法成立
戦後教育改革の三原則である地方分権，民衆統制，
一般行政からの独立が特徴。一般行政からの独立は
重視されたが，政治的中立性は必ずしも重視されて
いたわけでない。 文部省は図書館を「文化」に含
め教育委員会所管に。

1948年1月：教育刷新委員会第七特別委員会
司令部は図書館について教育委員会と別個に図書館
委員会を設置することを主張。文部省としては直接
選挙の行政委員会を複数設置することは問題と認
識。教育委員会所管にしたいが意見の隔たりが大き
いと述べている7)。この時点でも，図書館の所管の
あり方は明確になっていない。


